
著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

目

次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

〇
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

３

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

４

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
総
合
法
律
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

５
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○
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
二
章

（
略
）

第
一
章
～
第
十
二
章

（
略
）

第
十
三
章

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
（
第
六
十
五
条
・
第
六
十
六
条
）

第
十
三
章

手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
（
第
六
十
五
条
）

第
十
四
章

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
（
第
六
十
六
条
・
第
六
十
七
条
）

附
則

附
則

（
特
定
機
器
）

（
特
定
機
器
）

第
一
条

著
作
権
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
三
項
（
法
第
百
二
条
第

第
一
条

著
作
権
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二
項
（
法
第
百
二
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
政
令
で
定
め
る
機
器
の
う
ち
録
音
の
機
能
を
有
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
機

）
の
政
令
で
定
め
る
機
器
の
う
ち
録
音
の
機
能
を
有
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
機

器
（
他
の
機
器
と
の
間
の
音
の
信
号
に
係
る
接
続
の
方
法
で
法
第
三
十
条
第
三
項
の

器
（
他
の
機
器
と
の
間
の
音
の
信
号
に
係
る
接
続
の
方
法
で
法
第
三
十
条
第
二
項
の

特
別
の
性
能
を
有
す
る
機
器
に
用
い
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

特
別
の
性
能
を
有
す
る
機
器
に
用
い
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

を
用
い
る
機
器
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
録
音
の
用
に
供
す
る
も
の
（
次
項

を
用
い
る
機
器
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
録
音
の
用
に
供
す
る
も
の
（
次
項

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四
（
略
）

２

法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
機
器
の
う
ち
録
画
の
機
能
を
有
す
る
も
の

２

法
第
三
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
機
器
の
う
ち
録
画
の
機
能
を
有
す
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
機
器
（
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
有
す
る
も
の
を
除

は
、
次
に
掲
げ
る
機
器
（
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
有
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
録
画
の
用
に
供
す
る
も
の
（
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
の

く
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
録
画
の
用
に
供
す
る
も
の
（
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
の

機
能
を
併
せ
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。

機
能
を
併
せ
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四
（
略
）

（
特
定
記
録
媒
体
）

（
特
定
記
録
媒
体
）

第
一
条
の
二

法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
記
録
媒
体
の
う
ち
録
音
の
用
に

第
一
条
の
二

法
第
三
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
記
録
媒
体
の
う
ち
録
音
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
器
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音

供
さ
れ
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
器
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
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の
用
に
供
さ
れ
る
同
項
各
号
に
規
定
す
る
磁
気
テ
ー
プ
、
光
磁
気
デ
ィ
ス
ク
又
は
光

の
用
に
供
さ
れ
る
同
項
各
号
に
規
定
す
る
磁
気
テ
ー
プ
、
光
磁
気
デ
ィ
ス
ク
又
は
光

デ
ィ
ス
ク
（
小
売
に
供
さ
れ
た
後
最
初
に
購
入
す
る
時
に
録
音
さ
れ
て
い
な
い
も
の

デ
ィ
ス
ク
（
小
売
に
供
さ
れ
た
後
最
初
に
購
入
す
る
時
に
録
音
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
限
る
。
）
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
記
録
媒
体
の
う
ち
録
画
の
用
に
供
さ
れ
る

２

法
第
三
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
記
録
媒
体
の
う
ち
録
画
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
器
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
画
（
デ
ジ
タ

も
の
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
器
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
画
（
デ
ジ
タ

ル
方
式
の
録
音
及
び
録
画
を
含
む
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
同
項
各
号
に
規
定
す
る
磁

ル
方
式
の
録
音
及
び
録
画
を
含
む
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
同
項
各
号
に
規
定
す
る
磁

気
テ
ー
プ
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
（
小
売
に
供
さ
れ
た
後
最
初
に
購
入
す
る
時
に
録
画
さ

気
テ
ー
プ
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
（
小
売
に
供
さ
れ
た
後
最
初
に
購
入
す
る
時
に
録
画
さ

れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
削
る
）

第
十
三
章

手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人

第
六
十
五
条

法
第
七
十
条
第
二
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
別
表
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る

。

第
十
三
章

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為

第
十
四
章

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為

（
公
衆
へ
の
提
示
が
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
要
件
）

（
公
衆
へ
の
提
示
が
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
要
件
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

（
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
輸
入
等
を
著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
期
間

（
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
輸
入
等
を
著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
期
間

）

）

第
六
十
六
条

法
第
百
十
三
条
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
年
と

第
六
十
七
条

法
第
百
十
三
条
第
九
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
年
と

す
る
。

す
る
。

（
削
る
）

別
表
（
第
六
十
五
条
関
係
）

（
略
）
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○
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
削
る
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
別
表
に
掲
げ
る
独
立

行
政
法
人
と
す
る
。

（
指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
著
作
権
法
施
行
令
の
規
定
の

（
指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
著
作
権
法
施
行
令
の
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
三
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
削
る
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

（
略
）
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○
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
二
十
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
国
と
み
な
し
て

第
二
十
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
国
と
み
な
し
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
～
二
十
四

（
略
）

（
削
る
）

二
十
五

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
条
第
二
項
、
第

七
十
八
条
第
六
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項

二
十
五
～
二
十
九

（
略
）

二
十
六
～
三
十

（
略
）

（
削
る
）

三
十
一

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
六
条

三
十
～
六
十
一

（
略
）

三
十
二
～
六
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
総
合
法
律
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
他
の
法
律
の
準
用
等
）

（
他
の
法
律
の
準
用
等
）

第
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
を
国
と
み
な

第
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
を
国
と
み
な

し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
（
同
法

一

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
（
同
法

第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）

）
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
五
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項

（
削
る
）

二

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年

法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
六
条

二

（
略
）

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


